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第１章 総論 
 

１ 計画策定の背景と目的 
 

本市では、平地が広がり、雨が少ない、自転車を利用するのに適した地形、気候

の特徴から、多くの市民が、通勤や通学、買い物等に自転車を利用しています。 

また、半島や海岸線、山間部等、多様な地理と景観を有しており、本市でも、近

年の全国的な動向と同様に、趣味やスポーツ、健康増進を目的とした自転車利用者

の増加を感じ取れるようになってきています。 
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その一方、香川県警発表のデータでは、香川県の人口１０万人当たりの自転車事

故発生件数は、全国ワースト１位が続いていた平成１７年から２３年までと比べる

と事故件数は減少傾向にあるものの、依然としてワースト上位が続いています。 

こうした状況を改善すべく、これまでも、国、県、市を挙げて、自転車を安全か

つ適切に利用できるよう、自転車通行空間の整備や、放置自転車対策、交通事故防 

止対策等が推進されてきました。 

 

自転車通行空間の整備状況では、大規模自転車道として、香東川自転車道（県道

２６９号塩江香川高松自転車道線）が整備されています。 

平成２０年からは、自転車利用環境総合整備事業として、自転車利用が多い市街

地において、中央通り（国道１１号、国道３０号）や観光通り（県道１５５号牟礼

中新線）、市道五番町西宝町線等に、歩行者、自転車、自動車のそれぞれが安全に

通行できる環境を整え、ネットワークを形成すべく、自転車道を始めとした自転車

通行空間の整備が進められています。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高松市自転車ネットワーク計画整備状況（令和７年３月末時点）

（R７．３末現在） 



  第１章 総論  

3 

 

 

 

こうした交通安全施設・自転車通行空間等のハード整備とともに、自転車の交通

ルールの周知と安全教育の推進、香川県警察による自転車利用者の交通違反に対す

る指導取締り等のソフト対策の実施により、県内における自転車乗用中の死者数 

は、統計上最も多かった５３人（昭和４５年）と比べて、約１０分の１の５人以下

（令和４年）にまで減少する等、ワースト上位には位置するものの、一定の成果が

上がっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ：香川県警「数字でみるさぬきの安全」 

（令和７年度版）
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また、平成２９年５月１日に、自転車の活用による環境負荷の低減、災害時にお

ける交通機能の維持、国民の健康増進等を図ること等、新たな社会的課題に対応す

るため、交通の安全の確保を図りつつ、自転車の利用を増進し、交通における自動

車への依存の程度を低減することによって、公共の利益の増進に資すること等を基

本理念とした「自転車活用推進法（平成２８年法律第１１３号。以下「法」とい

う。）」が施行されました。 

そして、この法の基本理念に加え、国の責務等を明らかにし、及び自転車の活用

の推進に関する施策の基本となる事項を定め、自転車の活用の推進に関する総合的

かつ計画的な推進を図るため、法第９条に基づいて、我が国の自転車の活用の推進

に関して基本となる計画である「自転車活用推進計画」が、平成３０年６月８日に

閣議決定され、これを受け、県において、「香川県自転車活用推進計画」が、平成

３１年３月２８日に策定されました。 
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本市においても、本市の上位計画である、「高松市総合計画」や「高松市都市計画

マスタープラン」等に基づき、実施している都市計画や交通、環境、健康等に関する計

画等と整合を図り、本市の自転車活用を総合的かつ計画的に推進するため、令和３年３月

に「高松市自転車活用推進計画」を策定しました。 

その後、昨今の社会情勢の変化等を踏まえ、また、今後の社会の動向を見据えつ

つ、持続可能な社会の実現に向けた自転車の活用の推進を一層図るため、第２次自

転車活用推進計画が令和３年５月２８日に閣議決定されました。 

本計画は、前回計画に引き続き、法第１１条の規定に基づき、本計画の上位計画とな

る、国、県の計画に準じ、かつ、本市の実情に見合った自転車の活用の推進に関す

る施策を定めた計画として定めるものです。 

 

 

 

 

 

「高松市自転車活用推進計画」の位置付け、他計画等との関係 
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２ 計画区域 
 

本計画では、高松市全域を計画区域とします。 

 
 

３ 計画期間 
 

本計画の上位計画となる「自転車活用推進計画」、「香川県自転車活用推進計画」は、

計画期間を、関連する各種計画との連携を図る必要性を考慮して、長期的な展望を視

野に入れつつ、それぞれ令和７年度（２０２５年度）、令和９年度（２０２７年度）

までのともに５年間とされています。 

本計画も、長期的な展望を視野に入れつつ、本市上位計画及び国、県の計画等と整

合を図りながら推進するものとして、計画期間は、令和１１年度までとします。 

なお、本計画の施策の実施に当たっては、上位計画や関連計画の更新状況等に応じ、

これを、随時、反映させながら、適切に実施していくものとします。 
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第２章 現状と課題 
 

本市は、平地が広がり、雨が少なく、自転車を利用しやすい地形、気候・風土と

なっています。このため、気軽に利用できる日常の移動手段として、また、趣味や

スポーツ、健康増進を目的として、多くの市民が自転車を利用しています。 

自転車は、環境にやさしい交通手段であるとともに、健康づくりや余暇の充実 

等、市民の活動域、行動範囲を広げ、地域や仲間とのコミュニケーションを高める

ツールともなっています。 

このような市民の様々な活動を支え、市民の暮らしを豊かにしている自転車を巡

る現状と課題について、４つの視点で、それぞれ整理します。 

 

 
 

【視点１】

都市環境 

 

【視点２】 

市民の健康増進 
 

・過度に車に頼らない生活 

・安全で快適な通行空間整備 

・駐輪場、レンタサイクル    

・身体活動、運動 

・サイクルレクリエーション 

 

 

 

 

 

【視点３】 

魅力ある地域づくり 

【視点４】 

安全・安心の向上 
 

・サイクリング環境整備 

・サイクルツーリズム 

・安全利用、交通事故削減 

・災害時の有効活用 
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【視点１】 

 

１ 都市環境 
 

１）自動車利用からの転換 
 

市内における温室効果ガス排出量の約３０％は、自動車から排出されています。 

また、県内の移動のうち、自動車による移動は、全体の約７割を占めており、県内

で見られる移動の約７割が５km 以下の距離の移動で、本市に見られる移動も、平均し

て５kmほどの範囲の移動が、主となっています。 

地球温暖化対策はもちろん、渋滞対策を進める上でも、まずは、５km 以下の短距

離での自家用車の利用を、公共交通機関の利用との組合せを含めた、自転車の利用

へ転換することが重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市部門別二酸化炭素排出特性（R3年度、2,199千 t-CO2 ） 

 

データ出典：令和6年度高松市地球温暖化対策実行計画推進協議会 

第1回会議資料 
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資料）市民 web アンケート調査 

（平成 31 年 2 月、令和 5 年 9 月） 

 

出典：高松市地域公共交通計画（R6.6改定） 

 
 

 

 

      

     

Ｈ２４パーソントリップ調査 
 

累積値（率）は本計画において加筆 
 

 

 

Ｈ２４パーソントリップ調査 

トリップ長分布 

 
 

Ｈ２４パーソントリップ調査 発生ゾーン別平均トリップ長 

出典：高松広域都市圏総合都市交通体系調査報告書（Ｈ２７.３） 

 
 

累積 ６７％ 
 

累積

８５％ 
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高松市内の主要渋滞箇所 

 

資料）令和5年度 第1回 香川県渋滞対策協議会資料 より作成 

出典：高松市総合都市交通計画（Ｒ６.６改定） 

・高松市中心部では主要渋滞区間が15区間、単独の主要渋滞

箇所が13箇所存在しています。 
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２）安全で快適な自転車通行空間の整備 
 

自転車の利用への転換、自転車利用の促進を図るためには、自転車、歩行者、自

動車等、全ての交通利用者が道路空間を安全に利用できるよう、自転車の利用環境を

整えることが必要です。 

本市では、自転車の利用の多い市街地において、安全で快適な自転車通行空間を、

効果的かつ効率的に整備することを目的とした「高松市自転車ネットワーク計画」

（平成１４年３月策定、平成２０年１１月第１回改定、令和３年３月第２回改定）

を策定し、整備を進めています。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       自動車から自転車への転換意向と転換するための条件 

         資料）市民Ｗｅｂアンケート調査（Ｈ３１.２、Ｒ５.９） 

 

 

出典：高松市総合都市交通計画（Ｒ６.６改定） 
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３）都市の活性を高める利便性の高い交通手段の確保 
 

本市が目指す「多核連携型コンパクト・エコシティ」のまちづくりを進める上で、

自転車は、市民にとって極めて身近で利用しやすい交通手段であり、公共交通機関

に対する補完性と高い接続性を有した交通手段です。 

自転車の利用を促進することは、都市の活性化につながり、地域の活動を支える

移動手段の確保、地域内移動における交通手段の最適な利用配分は、過度な自動車

利用からの転換を図る上で、重要な観点です。 

 

 
 

交通体系再構築[施策の体系図] 

出典：高松市総合都市交通計画（Ｒ６.６改定） 
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【視点２】 

 

２ 市民の健康増進 
 

１）健康に関する意識の向上 
 

令和４年県民健康・栄養調査によると、本県で、運動を習慣として行っている人

の割合は、７０歳以上が４～５割と最も高く、２０～６９歳の働き盛り世代では

３割未満と低い傾向が見られる状況となっています。 

本市でも、「令和７年度高松市健康づくり意識調査」において同様な傾向で、特

に３０～５０歳代男性と２０～４０歳代女性の運動習慣者が少ない状況にあります。 

身体活動・運動は、生活習慣病の予防に効果があり、例えば、１０分程度の散歩を

１日に数回行う程度の簡単な運動でも、肥満、糖尿病、高血圧、脳卒中、結腸がん、

骨粗しょう症等に対する予防効果が認められており、健康上の効果が期待できます。 

地域の特性に応じた、高松らしい健康に配慮したライフスタイルとして、自転車利用、

ウォーキング、公園等の散策、里山歩き等を取り入れるほか、体を動かすイベント、

防災訓練や清掃活動等の地域行事へ参加することで、自然に健康づくりにつながる

生活をすることができます。 

 
 

２）日常生活への取り込み、サイクルレクリエーションの振興 
 

健康上の効果が期待できる運動習慣が定着していない現状を転換し、身体活動・

運動を推進するためには、まずは、歩行やサイクリング、スポーツ等、体を動かす

ことを日常生活の中に組み込むことが必要です。 

日常生活の中で身体を動かす機会を増やす「ながら運動」、「ついでに運動」として、 

近場の移動であれば歩いたり自転車を利用する、全身をしっかり使って掃除機を使う、なる

べく階段を使う等が推奨されています。 

特に、自転車による運動は、脂肪燃焼や体力向上に効果的な運動強度を維持しやす

く、脚部や体幹部の筋肉を使うことにより筋力の維持・増強に役立つとともに、がん

や心臓疾患による死亡・発症のリスク軽減につながります。 
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【視点３】 

 

３ 魅力ある地域づくり 
 

１）サイクルツーリズム・サイクリング環境の創出 
 

サイクリングを推進することにより、市民の健康増進や、地域づくり・まちづく

りの活性化が図られます。また、サイクリングによる観光誘客等の効果も期待され

ます。 

近年の傾向として、訪日外国人旅行者はもとより、国内旅行者においても、観光

ニーズが、従来の「モノ消費」から体験型観光の「コト消費」へ変化してきており、

滞在型コンテンツの充実が求められています。 

本市においても、訪日外国人旅行者の訪問先が、東京～大阪間のいわゆるゴール

デンルート中心から、地方へと変化してきている状況を汲み取り、市内における滞

在時間の延長と、それに伴う旅行消費の拡大に向けて、魅力ある観光地や体験メニュ

ー等を発掘し、それらの情報を発信することで、訪日外国人旅行者の誘客を図っています。 

また、このことは、訪日外国人旅行者のみならず、国内旅行者に対しても、魅力的

な旅行につながると期待されています。 

このように、体験型観光へのニーズが高まっている中、自転車の活用は、本市に

おいても有力な観光コンテンツの一つと考え、本市の観光スポットや地元グルメ

スポットを自転車で巡るモデルコースの発信等を行っています。 

今後、更に自転車を活用した地域づくりを推進していく上で、サイクリストが安全

かつ快適に走行できる、サイクリストの受入環境や走行環境の整備が必要とされて

います。 



  第２章 現状と課題  

15 

 

 

【視点４】 

 

４ 安全・安心の向上 
 

１）自転車の安全利用 
 

これまでの国、県、市の取組や、関係団体の努力、市民の安全への意識の高まりに

より、県内の自転車が関係した交通事故件数は減少傾向にありますが、令和５年の県

民人口１０万人当たりの自転車事故死亡者数では、全国ワースト１位という状況です。 

自転車の安全利用を図るためには、交通安全教育を推進することが重要となります。 

交通安全教育は、交通ルールの周知だけではなく、自転車の点検整備の実施、ヘル

メットの着用促進、自転車損害保険等への加入促進を図っていくことも重要です。 

 

 

２）安全で快適な自転車通行空間の整備 
 

ソフト面の対策とともに、ハード面では、自転車、歩行者、自動車等、全ての交

通利用者が道路空間を安全に利用できる、自転車利用環境の整備が重要となります。 

本市では、自転車の利用の多い市街地において、安全で快適な自転車通行空間を

効果的かつ効率的に整備することを目的とした「高松市自転車ネットワーク計画」

（平成１４年３月策定、平成２０年１１月第１回改定、令和３年３月第２回改定）

を策定し、整備を進めています。 

 
 

３）災害時における交通機能の確保 
 

平時の自転車活用に加え、災害時の機動力、移動手段の確保の観点から、自転車

の有する、誰もが利用できる特性や機動性を活かし、災害時における地域の安全・安

心を向上させることも必要とされています。 
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都市環境 

 

第３章 目標と実施施策 
 

前章の自転車を巡る現状と課題に対応するため、法の目的や基本理念を踏まえ、

自転車の活用推進に向け、４つの目標を掲げます。 

また、それぞれの目標の下に、目標達成のための施策を定めます。 
 

 
 

１ 【目標】自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成 
 

本市が目指す「多核連携型コンパクト・エコシティ」のまちづくりに向けては、都

市構造の核をなす魅力的な拠点形成を図るとともに、都市構造の軸を成すネットワ

ークの強化を図ることが必要です。 

また、拠点において、モビリティの多様化も見据えつつ、それぞれの地域における

公共交通や自転車を活用したベストミックスの実現を目指し、交通における自動車へ

の依存の程度を低減させることは、交通分野の低炭素化や道路交通の円滑化等、良

好な都市環境の形成につながります。 

このため、安全で快適な自転車利用環境を計画的かつ継続的に創出するとともに、

公共交通機関との連携を強化し、自転車利用を促進します。 

 

 

１）自転車活用推進計画を策定し、歩行者、自転車及び自動車が、適切に分離さ

れた自転車通行空間の計画的な整備を推進します。 

２）自転車通行空間上の違法駐輪、放置自転車等の移送、無許可設置物の撤去指

導を行い、自転車通行空間の確保を推進します。 

３） レンタサイクルと公共交通機関との接続強化とともに、民間事業者による 

シェアサイクルとの連携に向けて取り組みます。 

４）公共交通事業者等と連携するなど、地域の駐輪ニーズに応じた駐輪場の整備

を推進します。 

５）歩行者・自転車中心のまちづくりと連携し、生活道路における通過交通の抑

制や、無電柱化と併せた自転車通行空間の整備についての総合的な取組を推

進します。 

６） 

 

目標達成のための施策 
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市民の健康増進 

魅力ある地域づくり 

 

 

２ 【目標】健康長寿社会の実現 
 

日常生活における自転車利用も含めた、生涯スポーツの普及奨励により、心身の

健全な発達や、生きがいのある豊かな生活の実現、市民の健康寿命の延伸等を目指

します。 

それらの実現に向けて、生活習慣病を予防し、また、人生を健やかで心豊かに過

ごし、ＱＯＬ（生活の質）の向上に資するよう、自転車の利用促進につながるまち

づくりと連携し、日常の身体活動量の増加・底上げを図ります。 

 

 

 

 

 

３  【目標】サイクルツーリズムの推進 
 

自転車に乗ることそのものを楽しんだり、自転車で様々なエリアや見どころを巡

り、沿線の魅力を楽しんだりする、サイクルツーリズムを通じた持続可能な魅力あ

る地域づくりを推進し、地域経済の活性化を図ります。 

このため、国、県や周辺自治体、関連事業者と連携して、自転車の走行環境やサ

イクリストの受入環境、サイクリングルート沿線の魅力づくり等に、ハード・ソフ

ト両面から取り組み、サイクリング環境を創出します。 

 

１） 公道や公園等の活用により、安全に自転車に乗れる環境の創出を推進します。 

２） 市民の健康に関する理解を深め、健康づくりに関する広報啓発を推進します。 

目標達成のための施策 
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安全・安心の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 【目標】安全で安心な社会の実現 
 

安全で安心な交通環境を創出するためには、自転車利用者、歩行者、自動車等の

運転者が、互いに立場を尊重しながら道路を共用する、という認識を持つことが重要

です。 

また、自転車利用者は、自転車が軽車両であるという意識の下、交通ルールを遵守

し、ヘルメットを着用するなど、自己の身の安全を確保するとともに、周囲の者、特

に、歩行者に対する思いやりをもった運転を実践し、自転車交通事故ゼロの社会を

目指します。 

このため、自転車通行空間の整備のほか、自転車に関する交通ルールの周知や安

全教育を推進することにより交通事故の削減を図ります。あわせて、「香川県自転

車の安全利用に関する条例」に基づき、利用者が加害者になった場合に備えて、被

害者救済の観点から、自転車損害保険等への加入促進を図ります。 

さらに、平時の自転車活用に加え、地域社会の安全・安心の向上のため、災害時の

機動力、移動手段の確保の観点から、自転車の有効活用を図ります。 

 

  

１） 県と協力し、安全に利用するための自転車運転の知識・技術の向上を促進

するとともに、自転車の点検整備を実施するための広報啓発等の取組を推

進します。 

２） 市民の交通安全意識の向上に資する広報啓発活動等を推進し、自転車の安

全な利用を促進します。 

 

１） 国、県、周辺市町と連携した広域的な自転車走行環境の整備や、サイクル 

トレイン等によるサイクルリストの受入環境の整備等、全県的、広域的な

取組の中で、安全かつ快適なサイクリング環境を創出し、サイクルツーリ

ズムの推進に寄与します。 

目標達成のための施策 

目標達成のための施策 
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３） 自転車を含む交通安全教育を推進するため、関係機関と協力し、学校にお

ける交通安全教室の開催等を推進します。 

４） 自転車活用推進計画を策定し、歩行者、自転車及び自動車が、適切に分離

された自転車通行空間の計画的な整備を推進します。（P16、目標達成のた

めの施策、1の再掲） 

５） 事前に、災害時における自転車の活用を想定することにより、危機管理体

制の強化を図ります。 

６） 令和４年４月１日から自転車損害保険等への加入の義務化（香川県自転車

の安全利用に関する条例）に伴い、利用者等に対する情報提供をより一層

強化し、保険加入を促進します。 

７） 令和５年４月１日から自転車利用者の乗車用ヘルメット着用の努力義務化

（道路交通法）に伴い、関係機関と連携し、交通安全教室や広報啓発等に

より、自転車利用時におけるヘルメット着用を促進します。 
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５ ４つの目標の達成、各施策の実施に向けて行う具体的措置 
 

１～４に掲げた自転車活用の推進に関する目標の実現のための各施策について、

具体的措置内容を定めることで、着実な実施につなげます。 

具体的措置内容については、資料編のｐ.１～１０に掲載します。 
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第４章 推進体制 
 

１ 関係者の連携・協力 
 

本計画に位置付けた目標を達成するため、関係者（庁内各課、教育委員会等）が

緊密に連携し、各施策の推進を図ります。 

また、施策内容に応じ、国、県、関係機関、周辺自治体、関係団体・事業者等とも

積極的に連携し、計画の実行、推進を図っていきます。 

 
 

２ 計画のフォローアップと見直し 
 

本計画について、施策の進捗状況等に関するフォローアップを、適宜、行います。 

また、計画の更新に当たっては、各施策の現状の整理や、効果に関する評価等を

行うとともに、社会情勢の変化等も十分に考慮した上で、必要な見直しを行うよう

にします。 

計画の見直しや更新を行う際には、庁内各課を中心に、関係者による検討会を設

置し、関係者が連携して、これを行います。 

 
 

３ 広報活動等 
 

本計画に基づく広報活動、啓発等に当たっては、目標の達成に向けて、効果的か

つ効率的に実施するとともに、自転車の魅力を多面的に訴求するため、国、県、関

係機関、周辺市町等とも連携、相互協力して、戦略的に展開します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  資料編 
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  具体的措置内容  

 

 

 

【１】４つの目標の達成、各施策の実施に向けて行う具体的措置 
 

【目標１】自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成 

 目標達成のための施策 具体的措置内容 担当課 

１）自転車活用推進計画

を策定し、歩行者、

自転車及び自動車

が、適切に分離され

た自転車通行空間の

計画的な整備を推進

します。 

 

 

① 自転車活用推進計画を策定し、国及び

全国の地方公共団体の動向に関する情

報を収集し、関係者へ周知すること等

により、各種施策を組み合わせた良好

な自転車利用環境の形成を促進しま

す。 

・道路整備課 

② 策定した自転車活用推進計画に自転車

ネットワーク路線とその整備状況を明

示します。 

・道路整備課 

③ 地域における安全で快適な自転車通行

空間の計画的な整備を推進するため、

既往の整備事例における効果を分析

し、今後の整備推進の参考にします。 

・道路整備課 

④ 通勤・通学等、日常的な自転車利用の

実態を踏まえ、また、教育委員会、学

校、ＰＴＡ、警察、道路管理者等によ

る自転車の視点も踏まえた通学路の安

全点検の結果等も考慮し、自転車利用

や自転車事故の多い市中心部におい

て、道路法、道路交通法、道路構造

令、「安全で快適な自転車利用環境創

出ガイドライン」（平成２８年７月１

９日道路局長・交通局長通知、以下

「ガイドライン」という。）等の主旨

を踏まえた、自転車通行空間の整備を

推進します。また、既に設置した矢羽

根型路面標示等の適切な維持管理に努

めます。 

 

【実施計画】 

 ・道路管理者等から構成される「高松市自

転車ネットワーク計画推進協議会」にお

いて計画された「高松市自転車ネットワ

ーク計画」に基づき、自転車通行空間の

（計画、整備、

維持管理） 

・道路整備課 

・道路管理課 

 

（通学路の  

安全点検） 

・くらし安全 

安心課 

・道路管理課 

・保健体育課 
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  具体的措置内容  

 

 

整備を実施します。 

  （Ｒ１１目標値：１７.１Kｍ（市整備区

間）；高松市管理値） 

⑤ ガイドラインの公表がなされる以前に

整備し、路面標示の形式がガイドライ

ンにおいて新たに定められた規格と異

なる箇所については、舗装の打換えの

機会を捉え、規格に合うよう、統一を

図っていきます。 

・道路管理課 

・道路整備課 

⑥ 自転車交通を含め、全ての交通に対し

ての安全と円滑を図るために、道路標

識や道路標示、信号機の適切な設置や

運用が図れるよう、各交通利用者や沿

線住民の視点に立って多角的に検討し

た上で、関係機関と協議します。 

・道路整備課 

・道路管理課 

⑦ 短中距離の移動においては自転車の利

用を呼び掛けるなど、環境保全及び

ＣＯ₂の削減による地球温暖化防止に関

する広報啓発を行います。 

・道路整備課 

・ゼロカーボン

シティ推進課 

２）自転車通行空間上

の違法駐輪、放置

自転車等の移送、

無許可設置物の撤

去指導を行い、自

転車通行空間の確

保を推進します。 

① 自転車通行空間上の違法駐輪、放置自

転車等の移送、無許可設置物の撤去指

導を、引き続き適切に推進します。 

・道路管理課 

・交通政策課 

② 自転車通行の安全性を向上させるた

め、自転車通行空間の整備手法や、自

転車を含めた周辺の交通実態や沿道状

況等を踏まえ、計画段階、また供用開

始後においても状況に応じて、必要な

規制等があれば、その実施について関

係機関と協議します。 

・道路整備課 
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  具体的措置内容  

 

 

 

３） レンタサイクルと

公共交通機関との

接 続 強 化 と と も

に、民間事業者に

よるシェアサイク

ルとの連携に向け

て取り組みます。 

① 中心市街地の活性化や放置自転車の抑

制を図る本市のレンタサイクル事業を

持続可能なものとするため、令和７年

度に実施中の民間団体との実証事業を

踏まえて、収益性の確保など、見直し

を行います。 

・交通政策課 

② 公共交通を補完する交通システムとし

て機能する、レンタサイクルの安全性

及び快適性を向上するために、レンタ

サイクル事業の展開エリアも意識した

自転車通行空間の整備を推進します。 

【実施計画】《１－１）－④の再掲》 

 （Ｒ１１目標値：１７.１Kｍ（市整備区

間）；高松市管理値） 

・道路整備課 

③ 県と情報共有し、災害時のシェアサイ

クル活用等について、検討します。 

・危機管理課 

 

 

４） 公共交通事業者等

と連携するなど、

地域の駐輪ニーズ

に応じた駐輪場の

整 備 を 推 進 し ま

す。 

① 地域のニーズに応じた駐輪場設置の促

進を図るため、国における検討結果を

踏まえ、占用許可基準について検討し

ます。 

・道路管理課 

② 鉄道駅の周辺における自転車等駐輪場

の設置が円滑に行われるよう、自転車

の安全利用の促進及び自転車等の駐車

対策の総合的推進に関する法律第５条

第２項の規定に基づき、鉄道事業者へ

積極的な協力を求めていきます。 

・交通政策課 

③  

５） 歩行者・自転車中

心のまちづくりと

連携し、生活道路

における通過交通

の抑制や、無電柱

化と併せた自転車

通行空間の整備の

ついての総合的な

取 組 を 推 進 し ま

す。 
①  

 

 

① コンパクト・プラス・ネットワークの

考えの下、公共交通機関と連携して駐

車場の整備やレンタサイクル事業等の

展開とともに、自転車通行空間の整備

等の各種施策を推進します。 

・都市計画課 

・道路整備課 

・交通政策課 

 

② 地域を豊かにする人中心の賑わいのあ

る道路空間を構築する取組の一環とし

て、歩行者利便増進道路（ほこみち）

等において、歩行者の安全かつ円滑な

通行を確保しつつ、占用許可基準につ

いて検討し、その環境に合わせた自転

車通行空間の整備を推進します。 

・都市計画課 

・道路管理課 

・道路整備課 
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  具体的措置内容  

 

 

③ 道路管理者と公安委員会が連携して、

最高速度30キロ規制区間と物理的デバ

イスとの適切な組合せにより交通安全

の向上を図る「ゾーン30プラス」の整

備を推進するとともに、これらの取組

に関する事例等について、情報の収集

に努めます。 

・くらし安全安

心課 

・道路管理課 

④ 無電柱化の推進に関する法律（平成28

年法律第112号）に基づく無電柱化推進

計画を踏まえ、無電柱化に合わせて安

全で快適な自転車通行空間の確保を図

ります。 

・道路整備課 
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  具体的措置内容  

 

 

 

【目標２】健康長寿社会の実現 

 目標達成のための施策 具体的措置内容 担当課 

１） 公道や公園等の活

用により、安全に

自転車に乗れる環

境の創出を促進し

ます。 

 

① 自転車関連施設や公園等を有効活用し

ていくなど、誰もがサイクルスポーツ

を身近に慣れ親しめるよう、普及に努

めていきます。 

・スポーツ振

興課 

・競輪場事業

課 

・公園緑地課 

２） 市民の健康に関す

る理解を深め、健

康づくりに関する

広報啓発を推進し

ます。 

① 特に身体活動・運動の不足している働

き盛り世代を中心に、健康づくりの重

要性を啓発するとともに、身体活動の

増加や運動習慣の定着に向け、地域や

職場などを通じて実践につながる活動

を支援します。 

・保健医療政

策課 

・健康づくり

推進課 
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【目標３】サイクルツーリズムの推進 

 目標達成のための施策 具体的措置内容 担当課 

１） 国、県、周辺市町

と連携した広域的

な自転車走行環境

の整備や、サイク

ルトレイン等によ

るサイクルリスト

の受入環境の整備

等、全県的、広域

的な取組の中で、

安全かつ快適なサ

イクリング環境を

創出し、サイクル

ツーリズムの推進

に寄与します。 

① 誰もが迷わず安全・快適に走行できる

環境整備や自転車のメンテナンスサー

ビスの提供等サイクリストの受入環境

整備、滞在コンテンツの磨上げ等によ

る魅力づくりを支援し、サイクリング

ルートの整備を図ります。また、既に

設置した路面標示や案内看板等の適切

な維持管理に努めます。これらのサイ

クリングルートについて、高松市ホー

ムページやＳＮＳの活用等により情報

発信を強化し、国内外のサイクリスト

の誘客を図ります。 

・観光交流課 

・スポーツ振

興課 

・道路管理課 

・道路整備課 

・競輪場事業

課 

② 鉄道事業者等が実施するサイクルトレ

イン等の取組事例の情報発信を行いま

す。 

・交通政策課 

・観光交流課 

 

③ サイクルツーリズムを含む体験型・滞

在型コンテンツの充実や受入環境の整

備等、地域の関係者が広域的に連携

し、観光客の来訪・滞在促進や心身の

健康面を含めた満足度向上に繋がる取

組を検討します。 

・観光交流課 
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  具体的措置内容  

 

 

 

【目標４】安全で安心な社会の実現 

 目標達成のための施策 具体的措置内容 担当課 

１）県と協力し、安全に

利用するための自転

車運転の知識・技術

の向上を促進すると

ともに、自転車の整

備点検を実施するた

めの広報啓発等の取

組を推進します。 

① 県、関係機関と協力し、安全に利用するた

めの自転車運転の知識・技術の向上を促進

するとともに、交通安全教育の機会等を活

用して、自転車点検員に関する広報啓発を

推進します。 

・くらし安全

安心課 

 

② 「香川県自転車の安全利用に関する条

例」で義務付けられている自転車の点

検整備について、県と協力し、条例の

点検整備基準に基づく日常点検や定期

点検の項目等について、リーフレット

等により周知を図ります。 

・くらし安全

安心課 

 

２）市民の交通安全意

識の向上に資する

広報啓発活動等を

推進し、自転車の

安全な利用を促進

します。 

① 県、交通関係機関・団体と連携し、

「自転車安全利用五則」や「香川県自

転車の安全利用に関する条例」を活用

する等により、全ての年齢層の利用者

に対する自転車の通行ルール等の周知

を図ります。また、配達目的での自転

車利用ニーズの高まりも踏まえ、関係

事業者への自転車の通行ルール等の周

知を図ります。 

・くらし安全

安心課 

 

 

② 自転車の安全利用について、全国交通

安全運動等の機会を捉え、市民の交通

安全意識の向上を図るための広報啓発

に努めます。 

・くらし安全

安心課 

 

 ③ 交通事故の被害軽減や被害者の救済等

のため、県、交通関係機関・団体と連

携し、交通安全教室や広報啓発等によ

り、全ての年齢層の自転車利用時にお

けるヘルメット着用の促進や自転車損

害保険等への加入促進を図ります。 

・くらし安全 

安心課 

・保健体育課 

④ 県と連携し、交通安全啓発に関するボ

ランティア等に対する講習会等を通

じ、自転車の安全利用を含む交通安全

に関する指導技術の向上等を図りま

す。 

・くらし安全 

安心課 
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  具体的措置内容  

 

 

 

⑤ 自転車道、自転車通行帯などの自転車

通行ルールについては、道路管理者と

連携した広報啓発に努めるとともに、

自転車利用者対象の交通安全教室等に

おいてその周知に努めます。 

・くらし安全 

安心課 

・道路整備課 

・保健体育課 

 

⑥ 自転車の交通ルール遵守について、市

民の手本となるよう、本市職員に対し

て、駐輪場等に啓発チラシを掲出する

等、自転車通行ルールの周知を図り、

ルールの遵守について指導を徹底しま

す。 

・くらし安全 

安心課 

・人事課 

 

⑦ リヤカーを牽引する自転車に対して、

機会を捉えて、歩道通行が不可である

旨を含め、自転車は車道通行が原則と

のルール周知を徹底します。 

・くらし安全 

安心課 

 

 

 

 

 

３）自転車を含む交通

安全教育を推進す

るため、関係機関

と協力し、学校に

おける交通安全教

室の開催等を推進

します。 

① 関係機関と協力し、交通安全教室等の

講師となる教員等へ向けた講演会開催

を支援するとともに、指導の参考とな

る資料を周知します。 

・保健体育課 

・くらし安全 

安心課 

 

② 関係機関と協力し、児童・生徒の年齢

や発達段階に応じた交通安全教育を引

き続き実施するとともに、海外を含む

先進的な事例や手法については、積極

的に関係機関へ周知します。 

 

・保健体育課 

・くらし安全 

安心課 

 

③ 自転車を利用し始める小学生を対象と

した自転車の交通安全教室を計画的に

実施します。また、中学生に対して

は、関係機関と協力して、交通安全教

室を実施します。 

・保健体育課 

・くらし安全 

安心課 

 

④ 「高松市通学路交通安全プログラム」

に基づき、教育委員会、学校、警察、

道路管理者により、自転車の視点も踏

まえた通学路の安全点検を実施し、通

学路の交通安全に資する改善を実施し

ます。 

・保健体育課 

・くらし安全 

安心課 

・道路管理課 

・道路整備課 
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《１－１）の再掲》 

４）自転車活用推進計画

を策定し、歩行者、

自転車及び自動車

が、適切に分離され

た自転車通行空間の

計画的な整備を推進

します。 

 

 

《１－１)－①の再掲》 

① 自転車活用推進計画を策定し、国及び

全国の地方公共団体の動向に関する情

報を収集し、関係者へ周知すること等

により、各種施策を組み合わせた良好

な自転車利用環境の形成を促進しま

す。 

・道路整備課 

《１－１)－②の再掲》 

② 策定した自転車活用推進計画に自転車

ネットワーク路線とその整備状況を明

示します。 

・道路整備課 

《１－１)－③の再掲》 

③ 地域における安全で快適な自転車通行

空間の計画的な整備を推進するため、

既往の整備事例における効果を分析

し、今後の整備推進の参考にします。 

・道路整備課 

・道路管理課 

《１－１)－⑤の再掲》 

④ ガイドラインの公表がなされる以前に

整備し、路面標示の形式がガイドライ

ンにおいて新たに定められた規格と異

なる箇所については、舗装の打換えの

機会を捉え、規格に合うよう、統一を

図っていきます。 

・道路管理課 

・道路整備課 

 

《１－１)－⑥の再掲》 

⑤ 自転車交通を含め、全ての交通に対し

ての安全と円滑を図るために、道路標

識や道路標示、信号機の適切な設置や

運用が図れるよう、各交通利用者や沿

線住民の視点に立って多角的に検討し

た上で、関係機関と協議します。 

・道路整備課 

・道路管理課 
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  《１－１)－⑦の再掲》 

⑥ 短中距離の移動においては自転車の利

用を呼び掛けるなど、環境保全及び

ＣＯ₂の削減による地球温暖化防止に関

する広報啓発を行います。 

・ゼロカーボン

シティ推進課 

５）事前に、災害時に

おける自転車の活

用を想定すること

により、危機管理

体制の強化を図り

ます。 
 

① 災害時における道路やその他重要施設

の被災状況の迅速な把握、自動車通行

不能時の避難所等との連絡手段確保等

のため、レンタサイクルの転用を予め

検討します。 

・危機管理課 

・交通政策課 

 

６）令和４年４月１日

から自転車損害保

険等への加入の義

務化（香川県自転

車の安全利用に関

す る 条 例 ） に 伴

い、利用者等に対

する情報提供をよ

り一層強化し、保

険加入を促進しま

す。 

① ポスター、チラシ、ウェブサイト等に

より市民に自転車損害保険等への加入

の必要性に関する情報提供を行いま

す。 

・くらし安全 

安心課 

② 県と連携し、企業の事業主や従業員等

の自転車損害保険等への加入を促進す

るため、経済団体等を通じた広報啓発

等を行います。 

・くらし安全 

安心課 

③ 県と連携し、自転車販売業者に対し、

自転車購入者に自転車損害保険の加入

状況を確認し、加入の必要性等につい

て説明するよう、働きかけを行いま

す。 

・くらし安全 

安心課 

７）令和５年４月１日

から自転車利用者

の乗車用ヘルメッ

ト着用の努力義務

化（道路交通法）

に伴い、関係機関

と連携し、交通安

全教室や広報啓発

等により、自転車

利用時におけるヘ

ルメット着用を促

進します。 

① ポスター、チラシ、ウェブサイト等に

より市民に自転車利用時におけるヘル

メット着用の必要性について、広報啓

発を行います。 

・くらし安全 

安心課 

② 関係機関と連携し、自転車利用時にお

けるヘルメット着用の必要性につい

て、交通安全教室や交通安全啓発イベ

ント等により、周知を図ります。 

・くらし安全 

安心課 
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【２】高松市自転車ネットワーク計画 
 

１ 計画対象範囲 
 

自転車交通量が多く、歩行者、自転車、自動車が、それぞれ安全かつ快適に通行

できる空間を確保するための措置が必要な「市中心部」において、主要な路線を選定し、

自転車通行空間整備を行い、面的な「自転車ネットワーク」を形成する。 

(１) 市役所を中心とした半径５km 圏を「計画対象範囲」とする。 

(２) 市役所を中心とした半径２.５km 圏を「重点対策整備地区（整備地区）」とし、

整備地区内については、路線を選定し、面的な自転車ネットワークが形成され

るよう、必要な整備を行う。（目安となる地区範囲は「２ 自転車ネットワー

ク計画」掲載図のとおり。(３)についても同じ。） 

(３) 「計画対象範囲」内の「整備地区」以外の地区を、「既存施設活用地区（既

存活用地区）」とする。既存活用地区については、原則として、整備路線の設定

は行わず、既存の自転車歩行者道等の活用を図り、安全性・快適性を高める。 

 
 

２ 自転車ネットワーク計画 
 

高松市中心部における自転車ネットワーク計画（自転車通行空間整備対象路線） 

は、下図のとおりとする。 

 

 

整備対象路線 

整備済み路線 

    （R7.3末時点） 
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四国一周サイクリングルート 

香川県サイクリングルート（海岸線ルート） 

香川県サイクリングルート 

（オプションルート） 

香川県サイクリングルート 

（地域ルート） 

香川県サイクリングルート 

（山側ルート） 

香川サイクリングマップ（公益社団法人 香川県観光協会発行）に加筆 

 

【３】四国一周サイクリングルート、香川県サイクリングルート 【高松ルート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

香川県サイクリング基幹ルート等協議会、 

高松地域サイクリングルート整備計画作成協議会 設定（Ｒ元.５） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

写真提供協力 表紙右側上段１・２枚目 エクスペリエンス高松運営委員会 

（写真：NOCOS 南川昌輝） 

その他は高松市自転車活用推進計画検討委員会・事務局 

ＴＥＬ ０８７－８３９－２５１６ 

ＦＡＸ ０８７－８３９－２５２７ 

Ｅ－ｍａｉｌ douroseibi＠city.takamatsu.lg.jp 

自転車利用環境
整備事業 高松市 都市整備局 道路整備課 

〒７６０－８５７１ 

高松市番町一丁目８番１５号 

事務局 

令和３年３月 策 定 令和７年１２月 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


